
畳の処分について

ごみ処理施設では、畳を1枚ずつ破砕処理を施した上で

焼却処分としているため、お一人様が１日で上限10枚まで

の数量でご協力をお願いしています。

ごみ処分手数料は枚数単価ではなく、家庭系可燃ごみは、
10kgごとに50円となります。

お問い合わせ先

衛生センター第2施設 TEL 0748-６２-５４５４ / FAX 0748-6２-３６６１

家庭系可燃ごみ

50円/10㎏

1日上限10枚まで

多量にある場合、受入をお断りする場合がございます。


